
第３号様式（第６条第１項関係）

平成30年9月14日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

１ 日時及び場所

２ 出席者

３ 件名

４ 会議結果

５ 会議内容

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員

付議・報告部課

平成30年9月14日（金）午前9時30分～ 本庁舎2階災害対策本部2

産業振興課 川村課長、山口主査、綿崎主任主事

都市計画課 高石課長、黒澤主査補

公益的施設誘致促進条例（仮称）案について

□ 案のとおり決定する。

□ 一部修正の上、決定する。

■ 継続して検討する。

□ 案を否決する。

□ 報告を了承する。

・事業者の指定を１回限りとした場合、開発行為が２工区、３工区と追加で提案があっ

た場合に対応できないのではないか。インセンティブ、支援制度としては弱いのでは

ないか。

⇒制度内容を改めて検討し、対応できるものとする。

・奨励金について、地権者から土地を借りて開発者が整備する場合も開発者に交付する

ものとなるのか。

⇒開発区域内の固定資産税相当額を算定根拠として奨励金を開発者に交付する。顧問弁

護士からも合理性のあることを確認している。

・白井市公益的施設誘致促進条例（素案）では、開発区域内の開発行為をどこで限定し

ているのか。また、開発区域外の施設は対象とならないのか。

⇒白井市公益的施設誘致促進条例（素案）の第２条第５項、第６項で開発行為が限定さ

れる。また、開発区域外に流末排水管などを整備した場合は、市に帰属するため対象

外となる。

・白井市公益的施設誘致促進条例（素案）の第４条の交付対象事業者の投資額条件とし

て１億円以上とあるが、国道16号沿線の公益的施設誘導地区で１ｈａ以上を提案条件

としている地区では、ハードルを下げた方が促進の効果が高まるのではないか。

⇒制度の内容について再度検討する。

・なぜ、条例制定でなくてはならないのか。

⇒現在制定している企業立地奨励金制度と同様に条例で定めることを平成２９年１２月

の行政経営戦略会議で提案しており、議会の理解、議決を得て実施していきたいため

である。

・市民参加条例に基づく手続きは踏まないのか。

⇒市民参加についてはパブリックコメントの実施などを検討している。



備考 会議内容を簡潔に記載すること。

・他自治体などでは、こうした制度を条例で定めることが多いのか。それとも補助金交

付要綱定めることが多いのか。

⇒企業立地奨励金制度では半々だが、一部開発者に対する補助では、補助金交付要綱に

よるものがある。

・償却資産は、各事業者所有のものやリースのものなど、開発者が投資していないもの

もあるが、これについてはどういう対応をとるのか。

⇒素案では、開発区域内に係る土地、家屋、償却資産全ての固定資産税相当額を算定根

拠に交付するものとしているが、規則などで一部例外を設けることなど検討してい

る。

・動産に近い償却資産を除けばいいのではないか。または、営業できる状態にまで整備

した初期投資分と、その後の営業活動に必要な償却資産とを分けて、初期投資分を対

象とすればいいのではないか。いずれにしても煩雑にならないように制度設計する必

要がある。

⇒制度設計が複雑であるので整理をして、分けられるかどうかは確認する。

・条例の期限を５年とすることについての根拠は。

⇒期限を設けることにより迅速な開発誘導を促進させ、社会環境の変化に応じた制度と

するためである。

【結果】

・指摘があった事項について、継続して検討する。



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定
を要する事

項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

平成 30 9 7

付議書（行政経営戦略会議）

部課名 市民環境経済部 産業振興課

公益的施設誘致促進条例（仮称）案について

　都市マスタープランの土地利用方針で位置づけられた「公益的施設誘導地区」
に、地域のにぎわい交流及び地域振興等を促進し、民間活力による施設の立地の
誘導を図るため、平成２９年１２月の行政経営戦略会議で、「公益的施設誘導地
区」への優遇制度を創設していくことが決定した。
　一般的な制度では、企業立地奨励金制度があり、事業者の進出に対して各事業
者の固定資産都市計画税相当額を奨励金として交付する制度や、開発者に補助
するものでは補助金要綱により、事業費の一部を補助する制度があるが、今回市
で創設しようとする制度は、「公益的施設誘導地区」への施設の立地誘導を図るた
め、開発区域内の固定資産税相当額を全て開発者に奨励金として交付する応援
制度を創設するものである。

　白井市都市マスタープランの土地利用方針で位置づけられた「公益的施
設誘導地区」 における民間活力による施設の立地の誘導を促進するため
必要な奨励措置を講じる制度を条例により創設する。

　新たなる優遇措置制度となる奨励金制度を条例により制定する。

・奨励金の交付内容について

※詳細　別紙資料１のとおり

【行政経営戦略会議】　平成２９年１２月２０日（水）
・誘導施策としてシンプルに開発者に３年間固定資産税相当額を交付する制度を
条例で創設していくことが決定
【関係各課協議】平成３０年８月２４日（金）、３０日（木）　 ９月４日（火）、６日（木）、７
日（金）
　都市計画課、産業振興課協議
・条例案骨子について協議
【部内協議】平成３０年９月５日（水）
・条例案内容について

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

条例規則 有 条例制定（H30.12月） 報道発表 有 定例記者会見（H30.11月）

議会説明 有 議員全員協議会（予定） 広報・ＨＰ等 有 広報・HP（H31.1月）

市民参加 無

付議書公表 公開 非公開 部分非 時限非 まで）

関係法令等

関係課 都市計画課

事業費 千円 （うち特定財源 千円）

付議事案

スケジュール

参考情報



別紙資料１　　公益的施設誘致促進条例案について
名称(案) 公益的施設誘致促進条例 理由・説明

目的

白井市都市マスタープランの土地利用方針で位置づけられた「公
益的施設誘導地区における民間活力による施設の立地の誘導」を
促進するため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興を図り、もっ
て、地域のにぎわいと交流及び地域振興等に寄与することを目的
とする

白井市都市マスタープランに位置づけられた「公益的施設誘導地
区」について、民間活力による施設の立地誘導を促進するため、
「市街化調整区域における地区計画の運用基準」に規定されてい
る地区計画の基本的な目的を目的とした

対象地域 公益的施設誘導地区において決定された地区計画の区域 対象者によって提案された地区計画が決定された区域

対象事業者 開発者 地区計画の提案を行い、開発行為を行う事業者

対象事業 開発者が対象地域において実施する開発行為

対象者の指定制度
（指定条件）

１億円以上の費用を要して対象事業を行う開発者 
開発者が受ける指定は１回限りとする

・対象事業費を１億円以上としたのは、現行の企業立地奨励金制
度が１億円以上の投下固定資産額(地方税法第341条に規定する土
地・家屋・償却資産)を要件としており、同様の金額とした。
・企業立地奨励金制度同様、申請により市長の指定を受けた開発
者とするが、指定は１回限りとし、指定後に別の地区計画のもと
に行われた開発行為は対象外とする。

公益的施設立地奨励金の額対象事業の区域における３年間の固定資産税相当額

・対象事業の区域にかかる全ての固定資産税相当額を奨励金とし
て交付するもの。
・企業立地奨励金制度では、立地する事業者の投下固定資産額に
対して、立地事業者の固定資産税相当額を交付する制度である
が、今回創設する制度では、開発者（対象事業者）が行う対象事
業における対象地域内の全ての固定資産税相当額を交付するも
の。

交付時期
対象事業者の指定後、最初に固定資産税が賦課収納される年度の
翌年度から３年間

対象事業の区域に係る固定資産税の納税後、固定資産税を相当額
として、財源を担保した後、予算措置して翌年度から交付するも
の

条例期限設定 施行日から５年間（平成３１年４月施行予定）

期限を５年間とするのは、公益的施設誘導地区内の開発が全て終
われば終了となるため。また、５年後に進捗状況により継続して
もよいし、社会環境の変化に応じた制度を検討していくことも可
能となるため



白井市公益的施設誘致促進条例（素案）

（目的）

第１条 この条例は、白井市都市マスタープラン（以下「都市マス

タープラン」という。）の土地利用方針で位置づけられた「公益

的施設誘導地区における民間活力による施設の立地の誘導」を促

進するため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興を図り、もって、

地域のにぎわいと交流及び地域振興等に寄与することを目的とす

る。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

( 1 ) 公益的施設誘導地区 都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第７条第１項の規定により定められた市街化調整区域に

おいて、同法第１８条の２で規定される都市マスタープランの土

地利用方針図に示された地区。

( 2) 地区計画 都市計画法第１２条の５の規定による計画。

( 3) 開発行為 都市計画法第４条第１２項に規定する行為。

( 4 ) 事業者 公益的施設誘導地区において、都市計画法第２

１条の２の規定により地区計画を提案し、この提案に基づ

く開発行為を行う者。

( 5 ) 計画区域 公益的施設誘導地区において、都市計画法第

１９条第１項の規定により決定された地区計画の区域。

( 6 ) 対象事業 事業者が計画区域において実施する開発行為。

（奨励措置）

第３条 市長は、前条４号に該当する事業者のうち、次条の規定に

より指定を受けた者に対し、公益的施設立地奨励金を交付するも

のとする。

別紙資料 ２



（事業者の指定）

第４条 公益的施設立地奨励金（以下「奨励金」という。）の交付

を受けようとする者は、１億円以上の費用を要して対象事業を行

う事業者であり、規則で定めるところにより、市長の指定を受け

なければならない。

２ 指定を受けたのち、対象事業の変更、中止若しくは廃止を行う

ときは、規則で定めるところにより、指定内容の変更、中止若し

くは廃止を届け出なければならない。ただし市長が認める軽微な

変更については、この限りではない。

３ 事業者が受ける指定は１回限りとする。

（奨励金の交付の決定等）

第５条 前条の規定により指定を受けた事業者 (以下「指定事業

者」という。 )が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で

定めるところにより、奨励金の交付の決定を受けなければならな

い。

２ 指定事業者が、次条に規定する期間における各年度の年度末ま

でに市税、使用料その他公課（以下「市税等」という。）を完納

しないときは、奨励金を交付しない。ただし、市長が特に認めた

ときは、この限りでない。

（公益的施設立地奨励金）

第６条 奨励金の額は、市長の指定を受けた後、対象事業の区域に

かかる最初に固定資産税が賦課される年度から起算して３年間に

おける各年度の固定資産税に相当する額（増設に係るものにあっ

ては、増設された部分に対して課される固定資産税に相当する

額）とする。この場合において、その額に１００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てた額とする。



（奨励金の交付の時期）

第７条 奨励金の交付の時期は、市長の指定を受けた後、対象事業

にかかる固定資産税における賦課収納年度の翌年度から３年間と

する。

（指定事業者の取消し等）

第８条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その指定を取り消し、既に交付した奨励金があるときは、そ

の全部又は一部を返還させることができる。

( 1 ) 指定事業者が第２条４号に掲げる要件に該当しなくなったと

き。

(2) 事業施設の主たる施設の操業開始の予定期日が著しく遅延し

たとき。

(3) 詐欺その他の不正行為により指定を受けたとき。

( 4 ) その他市長が特に取消しの必要があると認めたとき。

（地位の承継）

第９条 合併、分割、相続その他の理由により指定事業者の事業者

としての地位を承継する者は、当該指定事業者としての地位を承

継する。

２ 前項の規定により指定事業者の地位を承継した者は、速やかに

その旨を市長に届け出なければならない。

（報告及び立入検査）

第１０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事

業者に対し、公益的施設の操業状況その他必要な事項について報

告をさせ、又は当該職員に、公益的施設に立ち入り、操業状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明



書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。

（委任）

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（失効）

２ この条例は、平成 年 月 日限り、その効力を失う。

ただし、この条例の失効前にこの条例の規定による指定を受けた

事業者については、その時以後も、なおその効力を有する。



別紙資料３　公益的施設立地奨励金制度創設工程及び交付時期

９月 10月 １１月 12月 3月 4月 8月 12月1月 4月 8月 12月 1月 4月 8月 12月 1月 4月 8月 12月1月 4月 8月 12月1月 4月 8月 12月1月
9/14 10/24 11/15 11/22 4/1

● ● ● ● ●

戦略
会議

例規
審査

全協 議会 施行

● ● ● ● ●

申請・指定 課税賦課 予算措置 交付① 予算措置 交付② 予算措置 交付③

● ● ● ● ●

申請・指定 課税賦課 予算措置 交付①  予算措置 交付② 予算措置 交付③

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度

条例制定

A
申請パターン

B
申請パターン


